
  

 

令和５年度愛知県立小坂井高等学校いじめ防止基本方針 

Ⅰ いじめの防止についての基本的な考え方 

⑴ 本校の基本認識 

いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼしかねない行為であり、ま

た、どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃

から小さな兆候であっても見逃さないように努め、いじめを認知した場合は問題を一人

で抱え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たる。 

何より学校は、生徒が教職員や周囲の友人と信頼できる関係の中で、安心・安全に生

活できる場であることが大切である。生徒一人一人が大切にされているという実感をも

つとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身

に付けることができる学校づくりに取り組んでいく。また、実体験の少ない生徒が、さ

まざまな体験活動等を通して人間的に成長できる取組の充実を図る。 

本校では、校訓「篤志」のもと、① 深く考え、学び続ける人となる ② 努力をつづ

け、たくましく生きぬく人となる ③ 礼儀正しく、心豊かな、いのちをいつくしむ人

となる ことを教育目標に掲げ、地域に生きる次代の担い手として自覚と責任を持ち、

地域社会と連携協力しつつ、自らの夢や志の実現に向け努力を重ね、自己の可能性を切

り拓くことのできる生徒を育成することを目標としている。全校生徒が安心して学校生

活を送り、充実した教育活動に取り組めるよう、教職員が生徒とともに、いじめを抑止

し人権を守る土壌を育み、いじめを許さない学校づくりを推進していく。 

そのために、日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期

発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、い

じめ防止基本方針を定める。 

 ⑵ いじめの定義 

本校では、「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は

物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ

て、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの（いじめ防止対策推進

法第２条）とする。 

この定義が、いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処

をいう。）のために定められたものであることに留意し、個々の行為が「いじめ」に当

たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立っ

て行う。 

⑶ いじめの解消 

  本校では、「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的又は物理的な影

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）が止んでいる状態が

相当の期間（少なくとも 3か月以上）継続していることとする。また、「いじめの解

消」を判断する時点において、いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないと認めら

れることとする。 

 


